
島原半島ジオパーク協議会規約 

 

（名 称） 

第１条 この会は、島原半島ジオパーク協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 協議会は、島原半島地域の資源を、世界ジオパークネットワークのガイドライ

ンに沿った質の高いものとして整備するとともに、継続的に運営していくことにより、

地域振興に寄与することを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 協議会は、次に掲げる事業を行う。 

（１）地域の資源（ジオサイト）の保全及び管理  

（２）ジオツーリズムによる持続的な地域振興の推進 

（３）学校教育及び生涯教育における地球科学教育の推進  

（４）その他、目的を達成するために必要な事業 

 

（会 員） 

第４条 協議会は、島原市、雲仙市、南島原市（以下「構成市」という。）及び第２条

の目的に賛同し、入会の承認を受けた団体によって構成する。 

２ 入会しようとする団体は、入会申込書を会長に提出するものとする。 

３ 会長は、入会しようとする団体が協議会の目的に賛同し、活動及び事業に協力でき

ると認めるときは、入会を承認し、次の総会に報告するものとする。 

 

（役 員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

  会 長 １名 

  副会長 ３名以内 

  監 事 ２名 

 

（役員の選任） 

第６条 会長、副会長及び監事は、総会において互選により選出する。 

 

（役員の職務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

３ 監事は協議会の会計及び会務を監査する。 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員に欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（顧 問） 

第９条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、会長が委嘱し、次の総会に報告するものとする。 



３ 顧問は、協議会に対し必要に応じて助言を行う。 

 

（アドバイザー） 

第 10 条 協議会にアドバイザーを置くことができる。 

２ アドバイザーは、会長が委嘱し、次の総会に報告するものとする。 

３ アドバイザーは、幹事会、運営委員会の構成員となることができる。 

 

（会 議） 

第 11 条 協議会の会議は、総会、幹事会及び運営委員会とする。 

２ 定例総会は、毎年１回開催する。 

３ 臨時総会は、必要に応じ開催する。 

４ 幹事会は、必要に応じ開催する。 

５ 運営委員会は、必要に応じ開催する。 

 

（総 会） 

第 12 条 総会は次の事項を審議し、議決する。 

（１）規約の制定又は変更に関する事項 

（２）事業計画及び収支予算に関する事項 

（３）事業報告及び収支決算に関する事項 

（４）その他幹事会において必要と認めた事項 

２ 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

３ 総会は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

 

（幹事会） 

第 13 条 協議会の運営について具体的な検討を行うため幹事会を置く。 

２ 幹事会は、次の事項を協議する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）その他会長において必要と認めた事項 

３ 幹事会の構成については、会長が総会に諮りこれを定める。 

 

（運営委員会） 

第 14 条 協議会及び協議会会員の事務を円滑に実施するため、協議会に運営委員会を

置く。 

 

（事務局） 

第 15 条 協議会の事務を処理するため、長崎県島原市平成町１－１に事務局を置く。 

 

（経 費） 

第 16 条 協議会の経費は、構成市の負担金、寄付金、補助金、及びその他の収入をも

って充てる。 

 

（会計の期間） 

第 17 条 協議会の会計は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 



（その他） 

第 18 条 この規約に定めるもののほか、協議会の会務の執行に関し必要な事項は会長

が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は平成 20 年 2 月 14 日から施行する。 

（役員任期の特例） 

２ この規約の施行の日以後、最初に選任される役員の任期については、第８条の規定

に関わらず、平成 22 年 3 月 31 日までとする。 

（会計の期間の特例） 

３ この規約の施行の日以後、最初の会計期間については、第 16 条の規定に関わらず、

本規約の施行日に始まり、平成 21 年 3 月 31 日に終わる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は平成２６年 ４月 １日から施行する。



役員名簿（履歴） 

役職 氏名 任期 備考 

会長 吉岡庭二郎 

横田修一郎 

古川隆三郎 

H20. 2.14 ～ H20.12.17 

H20.12.18 ～ H24.12.17 

H24.12.18 ～ 

島原市長 

副会長 奥村愼太郎 

金澤秀三郎 

H20. 2.14 ～ H24.11.29 

H25. 1.13 ～ 

雲仙市長 

副会長 松島世佳 

藤原米幸 

松本政博 

H20. 2.14 ～ H22. 5.13 

H22. 5.14 ～ H26. 6.26 

H26. 7.20 ～ 

南島原市長 

監事 君野昌二 

中島順一 

田中荘一 

H20. 2.14 ～ H23. 6.30 

H23. 7. 1 ～ R 1. 5.31 

R 1. 6. 1 ～ 

自然公園財団雲仙支部所長 

 

 

伊藤英敏 

松尾好則 

石川博和 

宮脇好和 

石川博和 

杉本伸一 

H26. 4. 1 ～ H27. 3.31 

H27. 4. 1 ～ H29. 3.31 

H29. 4. 1 ～ H30. 4.30 

H30. 5. 1 ～ R 3. 3.31 

R 3. 4. 1 ～ R 3. 4.30 

R 3. 5. 1 ～ 

雲仙岳災害記念館館長 

 

雲仙岳災害記念館館長代理 

 

雲仙岳災害記念館館長代理 

雲仙岳災害記念館館長 

 最初の任期は、規約附則第 2 項により平成 22 年 3 月 31 日までとなる。 


